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社会教育委員名簿 令和７年10月１日現在

区　分 氏　名 備   考 役  職

大山　貴史 加古川中学校長

日置　達則 八幡小学校長

坂田　重隆 町内会連合会（副会長）

長谷川　佳生 社会福祉協議会（相談支援課長）

後藤　強 社会教育推進員（代表）

岸本　園子 人権擁護委員協議会

菅原　弘之
ＮＰＯ法人加古川総合スポーツクラブ
（副理事長兼事務局長）

久保田　米雄 加古川商工会議所(理事・事務局長)

藤野　大輔 ＰＴＡ連合会（会長）

德田  敬子 子育て支援団体「マンモスキッズママ」

小倉　毅 兵庫大学生涯福祉学部社会福祉学科

山尾  昌弘 まちこんひおか（代表）

髙橋　裕之 元加古川公民館長

任期：令和７年10月１日～令和９年９月30日

社会教育
関 係 者

家庭教育
関 係 者

学　　識
経 験 者

学校教育
関 係 者
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加古川市社会教育委員会議運営規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、加古川市社会教育委員会議（以下「委員会議」という。）の運営に関 

 し必要な事項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 委員会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長及び副委員長は委員の互選による。  

３ 委員長は委員会議を総括し、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代行する。 

 （定例委員会議） 

第３条 定例委員会議は社会教育委員全員で構成し、年６回以内で委員長が開催する。 

２ 定例委員会議は、社会教育施策に関する系統的かつ総合的な協議を行う。 

 （担当施設） 

第４条  委員は、それぞれ社会教育施設を担当し、担当する社会教育施設について以下の役

割を担うものとする。 

 (１) 社会教育施設の管理運営状況の把握 

 (２) 利用者等の意見、要望の把握 

 (３) 運営の改善等についての意見具申 

 （特別部会の設置） 

第５条  特別部会は、教育委員会又は教育長の諮問がある場合において、必要に応じ委員長 

 が開催する。 

２ 特別部会委員は、委員長が指名する。 

３ 特別部会に、部会長及び副部会長を置く。 

４ 特別部会の部会長及び副部会長は、指名委員の互選による。 

５ 部会長は部会を総括し、部会長に事故あるときは副部会長がその職務を代行する。 

 （補則） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。 

 

附 則 

  この規程は、平成１３年４月１日から適用する。 

  （平成１３年３月２３日加古川市社会教育委員会議決定） 

附 則 

  この規程は、平成２８年４月１日から適用する。 

  （平成２７年１２月１８日加古川市社会教育委員会議決定） 
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①社会教育とは

社会教育
学校・家庭以外の

広く社会で行われる教育

生
涯
学
習

学校教育

家庭教育

②社会教育の振興

多様化し複雑化する課題と
社会の変化への対応の要請

人口減少 高齢化 グローバル化 貧困

つながりの希薄化 社会的孤立 地方財政の悪化

SDGｓに向けた取組 人生100年時代の到来 Society5.0実現の提唱

参考:人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答申）（平成30年12月21日）より
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③社会教育の役割
人づくり

つながりづくり地域づくり

学びと活動の好循環

参考:人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について（答申）（平成30年12月21日）より

③社会教育の役割
◆第４期教育振興基本計画

参考:「第４期教育振興基本計画」より（令和５年６月16日閣議決定）
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④社会教育委員の職務

社会教育に関する諸計画の立案

教育委員会の諮問に対しての意見具申

計画の立案等に必要な研究調査

社会教育法第17条より

⑤社会教育委員に期待されること
「学ぶ」

会議、研修会への参加

「伝える」
行政、地域への意見、周知

「つなぐ」
「架け橋」となる、横のつながりを広げる
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⑥社会教育委員同士のつながり
全国社会教育委員連合

近畿地区社会教育委員連絡協議会

兵庫県社会教育委員協議会

東播磨・北播磨地区社会教育委員協議会
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社会教育委員の役割について 

 

（１）社会教育委員とは 

 社会教育法では、社会教育委員について、次のように規定されています。 

（社会教育委員の構成）  
第１５条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  
 ２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 
 

（社会教育委員の職務）  
第１７条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。 
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。 
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。 
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。 
３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の
事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることがで
きる。 

◎社会教育委員は、地域の社会教育施設（公民館や図書館など）や社会教育活動を見て、市民の意見に

耳を傾け、それらを行政や施策の運営に反映させるパイプの役割、教育委員会の諮問に応じて多様な専

門性を有する委員の意見を集約して答申や提言という形で意見を述べるなど、社会教育行政の推進に大

きな役割を果たしています。 

 

（２）社会教育とは 

 教育基本法、社会教育法では、社会教育について次のように定義されています。 

【教育基本法】  

（社会教育） 
第１２条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によ
って奨励されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利
用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならな
い。 

【社会教育法】 

（社会教育の定義）  
第２条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の
子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に
基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる
組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。   

 

（３）生涯学習とは 

教育基本法では、生涯学習について次のように定義されています。 

（生涯学習の理念）  
第３条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ
て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのでき
る社会の実現が図られなければならない。 
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（４）社会教育行政とは 

 社会教育法では、国及び地方公共団体が行う社会教育行政については、次のように定められていま

す。 

（国及び地方公共団体の任務）  
第３条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要
な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆ
る機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成す
るように努めなければならない。 

 
２ 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏ま
え、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習
の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育と
の密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に
資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の
連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。 

また、市町村の教育委員会が行う事務については、次のように定められています。 

（市町村教育委員会の事務）  
第５条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応
じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。 

一 社会教育に必要な援助を行うこと。 
二 社会教育委員の委嘱に関すること。 
三 公民館の設置及び管理に関すること。 
四 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。 
五 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。 
六 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関す
ること。 

七 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関
する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。 

八 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。 
九 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 
十 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能
に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関するこ
と。 

十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。 
十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。 
十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生
徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設
を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。 

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会
を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 

十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その
他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関するこ
と。 

十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。 
十七 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。 
十八 情報の交換及び調査研究に関すること。 
十九 その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務 
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令和７年度社会教育委員活動計画について 

１ 内 容 

すべての住民が生涯学習の機会を持つことができる社会教育事業の展開に向けた方策について、協

議を行う。令和７年度は、学校教育と社会教育の連携事業として、公民館において実施する部活動地域

展開関連事業の報告を行う。また、すべての教育の出発点である家庭において、保護者が自信を持ち、

安心して子育てをすることができるよう社会全体での取り組みを進めるため、本市の家庭教育の推進方

策や地域との連携方策等について協議を行う。 

 

 

２ スケジュール 

回 時期 内 容 

第１回  ４月    
・令和７年度社会教育委員活動計画（案）について 

・各課事業の推進について 

第２回 ６月 
・社会教育施設の運営について 

・家庭教育の推進について 

第３回 ８月 
・地域と家庭教育の連携について 

・社会教育施設の運営について 

第４回 10月 
・社会教育委員の役割について 

・各課事業の推進について 

第５回 12月 
・社会教育と学校教育の連携について 

・読書活動の推進について 

第６回 ２月 
・障がいのある方も共に学べる社会教育事業の推進について 

・令和８年度社会教育委員活動計画について 
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家庭教育に関する保護者アンケートの実施結果について 

実施期間：令和７年８月１２日から９月１２日 

対  象：小、中学生の保護者 

目  的：保護者の家庭教育への意識等を知ることで、家庭教育力向上に向けた効果的な事業展

開につなげる。 

方  法：情報伝達ツール「スクリレ」で周知し、かこがわオンライン申請システムで回答 

結  果：別紙（１６ページから２０ページ）Q１から Q14 

回 答 数：２，４４５件 

 

（１）家庭教育で身につけさせたいこと（複数回答可）【Q4】 

1番多い回答は、「あいさつや返事、言葉づかい」1,304人（53.3％）、2番目は「基本的な生活習

慣」1,280人（52.4％）、3番目は 

「約束やルールを守ること」1,234人 

（50.5％）という結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）家庭教育で心がけていること（複数回答可）【Q5】 

1番多い回答は、「コミュニケーションをとること」1,738人（71.1％）、2番目は「食事や睡眠な

ど生活習慣をしっかりサポートすること」1,312人（53.7％）、3番目は「悩みを一人で抱え込まな

いようにすること」943人（38.6％）という結果でした。 

世代別で見ると、小学 1年生 

から小学 5年生までは、「悩みを 

一人で抱え込まないようにする 

こと」よりも「家族で過ごす時間 

を大切にすること」が多くなって 

います。 
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（３）家庭教育をする上で、悩んだり、不安になったりすることはありますか。【Q7】 

令和 5年度に実施したアンケートでは、子育てに悩みや不安をかかえる人の割合は約 7割という

結果でしたが、今回のアンケートで、悩みや不安が「よくある」と回答した人は 757人（31.0％）、

「時々ある」は 1,241 人（50.8％）となっており、8 割以上の人が、悩みや不安をかかえていると

いう結果になりました。 

 

（４）どのような悩みや不安を感じますか。（複数回答可）【Q-7-1】 

1番多い回答は、「しつけの仕方」865人（43.3％）、2番目は「こどもの気持ち」695人（34.8％）、

3番目は「学力面」672人（33.6％）という結果でした。 

世代別で見ると、小学 1、2年生では、「学力面」よりも「こどもとの接し方」「健康や発達に関す

ること」が多くなっています。また、中学生では、「学力面」と回答した人が 1番多く、小学低学年

から高学年になるにつれ、「生活習慣」「経済的負担」が増えて、「しつけの仕方」「健康や発達」が

減っています。 

その他意見（２２件）では、「こどもの将来、進路」（小学３年生から中学２年生）「不登校」（小

学６年生、中学３年生）、について複数回答がありました。 
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（５）どのような家庭支援があればよいと思いますか。【Q9】 

1 番多い回答は、「こどもが安全に過ごせる場所」1,087 人（44.5％）で、2 番目は「こどもと一

緒に体験、交流できる講座」874 人（35.7％）、3 番目は「身近で気軽に相談できる場所」673 人

（27.5％）という結果でした。 

世代別で見ると、「こどもが安全に過ごせる場所」「こどもと一緒に体験、交流できる講座」「こど

もを預かってくれる場所」については、学年が上がるにつれ減っています。一方、「身近で気軽に相

談できる場所」「専門的な相談窓口」「相談相手や話し相手となる人」については、学年が上がるに

つれ増えています。 

 その他意見については、「経済的な支援」「学校以外でいつでも過ごせる場所」や就学前は子育て

サロンなど居場所があったが、就学以降は気軽に集まれる場所がないといった意見がありました。 

 自由意見  

 ・夏休み、放課後の居場所（空き教室の利用、こどもが一人で通える場所、公園はボール遊びが

禁止されている、こどもが安全に遊べる場所・公園、スポーツ施設（夏は暑いので、公園では遊

べない、近くにない）、家でテレビやゲームをしてしまう、過ごせる場所がない、無料で利用でき

る公共施設をつくってほしい） 

 ・こどもを預かってもらえる場所（障がいのあるこども、小学生の低学年、単発で預かってもら

える場所） 

 ・相談場所（気軽に相談できる場所、他の家庭の様子が知りたい、人に話しづらい） 
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（６）家庭教育について、どのようなテーマの講演会を希望されますか。【Q11】 

1 番多い回答は、「スマホやインターネットなどこどもを取り巻く環境」1,024 人（41.9％）で、

2番目は「こどものほめ方、しかり方」814人（33.3％）、3番目は、「こどもとのコミュニケーショ

ンの仕方」606人（24.8％）という結果でした。 

学年別で見ると、小学 1、2 年生では「こどものほめ方、しかり方」が 1 番多く、学年が上がる

につれ、「こどものほめ方、しかり方」の割合は減っています。一方、「スマホやインターネットな

どこどもを取り巻く環境」の割合は、学年が上がるにつれ、増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）家庭教育全般についての自由意見について（192件） 

複数の回答があった意見（別で記載した意見以外） 

・子どもとかかわる時間がない。（共働きで忙しい） 

・地域とのつながりがない。 

・時間、経済的な余裕がない 

・部活動移行への不安（送迎） 

・不登校、学力への不安 

・学校での子どもの様子が分かりにくい。 

・子育てに理解がある職場環境にしてほしい。 
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（８）新たな家庭教育支援・啓発事業の実施案 

【講演会】開催ついて【Q10～Q13】 

・令和 7年 2月 22日 SHOWAグループ市民会館で開催した家庭教育講演会について 

【Q10】参加した人 27人（1.1％）、参加していない人 2,418人（98.9％） 

【Q10-1】参加していない人（2,418 人）に対して、講演会開催を知っていた人 413 人（17.1％）、

知らなかった人 2,005人（82.9％） 

【Q10-1-2】知らなかった人（2,005 人）に対して、「知っていたら参加したか」という質問に「お

そらく参加した」146人（7.3％）、「おそらく参加しなかった」1,859人（92.7％） 

【Q13】「家庭教育についての市からの情報をどのような手段で得たいですか」いう質問に「講演会」

と回答した人は、193人（7.9％）（1番「スクリレ等による情報提供」1,668人（68.2％）、「広報か

こがわ」1,128人（46.1％）） 

自由意見 1  

・講演会の参加動員が負担。時間がない。 

・講演会は、動画配信希望。子どもを置いていけない。（小学１、２年生保護者）    

考察  

⇒講演会については、参加が難しく、いつでも見ることができる動画配信を希望する意見が多かっ

た。ただ、有名な講演を職業としている方は、著作権の問題があり、動画配信不可の方が多い。 

一方、講演会を希望する保護者 193人（7.9％）、希望する講師の回答数 144 人（5.9％）（4人以

上が希望する講師（尾木先生、てぃ先生、おやのちからさん）となっている。 

講演会については、否定的な意見が多いが、講演を聴くことで、家庭教育に不安や悩みをかかえ

る保護者の不安解消につなげられるよう、講演会の周知（講演会開催を知らなかった人 2,005 人）

と参加してもらえる講師選定、講演会の形態（動画配信）について考えたい。 

自由意見 2 Chromebookの使い方（時間制限なく使ってしまうので、時間制限等してほしい。） 

実施案 

⇒講演会のテーマについては、「スマホやインターネットなどこどもを取り巻く環境」と回答した

人が多いため、令和 7年度 2回目の家庭教育セミナーは、スマホやインターネットに関するセミナ

ーを開催したい。 

 

【気軽に相談できる場所】 

保護者が望む家庭支援の中で、3番目に多かったのが、「身近で気軽に相談できる場所」673人（27.5％）

でした。 

自由意見  

・気軽に集まれる居場所がない。話を聞いてくれるだけでもよい。 

・他人に家庭事情は話したくない。自ら公共の相談機関に向うことは、ハードルが高い。 

・子育てについて、相談、共有できる人がいない。 

・就学前は、子育てプラザなど気軽に相談できる場所があったが、こどもが小学生になると気軽に

相談できる場所がない。 

・近所のつながりが薄くなっている。気軽に近所の方とおはなしする機会もなくなってきた。 

実施案  

⇒気軽に集える場所の提供。（公民館等の親子参加型イベント、こども食堂などを活用した交流の

場の創出） 

 ネット掲示板（自由に意見が言えて、相談、交流ができる場所）  
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、
回

答
者

2
,4

4
5

人
が

選
択

し
た

割
合

と
し

て
い

る
。

Q
６

あ
な

た
は

家
庭

教
育

に
関

す
る

情
報

や
知

識
を

ど
こ

で
得

た
り

、
学

習
し

た
り

し
て

い
ま

す
か

（
複

数
回

答
可

）

複
数

選
択

チ
ェ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

6
,5

1
9

そ
の

他
選

択
時

に
補

助
設

問
と

し
て

自
由

記
述

欄
を

表
示

※
回

答
は

上
限

な
し

※
割

合
に

つ
い

て
は

「回
答

数
／

回
答

総
数

」で
は

な
く

、
「回

答
数

／
2

,4
4

5
」と

し
て

、
回

答
者

2
,4

4
5

人
が

選
択

し
た

割
合

と
し

て
い

る
。

Q
５

あ
な

た
が

家
庭

教
育

を
す

る
上

で
心

か
け

て
い

る
こ

と
を

お
答

え
く

だ
さ

い
（
３

つ
ま

で
）

複
数

選
択

チ
ェ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

7
,1

2
0

Q
４

あ
な

た
が

お
子

さ
ん

に
家

庭
教

育
で

身
に

つ
け

さ
せ

た
い

こ
と

を
お

答
え

く
だ

さ
い

（３
つ

ま
で

※
）

複
数

選
択

チ
ェ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

8
,1

9
2

そ
の

他
選

択
時

に
補

助
設

問
と

し
て

自
由

記
述

欄
を

表
示

※
回

答
は

３
つ

ま
で

と
し

て
い

る
が

、
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

シ
ス

テ
ム

の
仕

様
上

、
３

つ
以

上
が

選
択

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
そ

の
場

合
は

、
選

択
し

た
項

目
に

つ
い

て
は

全
て

カ
ウ

ン
ト

を
行

っ
て

い
る

。
※

割
合

に
つ

い
て

は
「回

答
数

／
回

答
総

数
」で

は
な

く
、
「回

答
数

／
2

,4
4

5
」と

し
て

、
回

答
者

2
,4

4
5

人
が

選
択

し
た

割
合

と
し

て
い

る
。
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家
庭

教
育

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト

カ
テ
ゴ
リ
ー

質
問
番
号

質
問
内
容

質
問
形
式

選
択
肢
内
容

回
答
数

割
合

総
回
答
数

回
答
分
岐
・条
件

・
よ

く
あ

る
7

5
7

3
1
.0

%

・
時

々
あ

る
1
,2

4
1

5
0

.8
%

・
あ

ま
り

な
い

4
0

5
1
6

.6
%

・
ま

っ
た

く
な

い
4

2
1
.7

%

・
し

つ
け

の
仕

方
8

6
5

4
3

.3
%

・
健

康
や

発
達

に
関

す
る

こ
と

5
5

4
2

7
.7

%

・
生

活
習

慣
4

4
5

2
2

.3
%

・
こ

ど
も

と
の

接
し

方
5

8
2

2
9

.1
%

・
こ

ど
も

の
気

持
ち

6
9

5
3

4
.8

%

・
こ

ど
も

の
友

人
関

係
5

6
4

2
8

.2
%

・
子

育
て

に
十

分
な

時
間

が
と

れ
な

い
2

7
3

1
3

.7
%

・
家

族
の

協
力

、
意

見
の

相
違

1
7

8
8

.9
%

・
保

護
者

同
士

の
関

係
1
3

4
6

.7
%

・
学

校
と

の
関

係
1
0

7
5

.4
%

・
学

力
面

6
7

2
3

3
.6

%

・
忙

し
い

と
き

こ
ど

も
の

面
倒

を
見

て
く

れ
る

人
が

い
な

い
1
4

6
7

.3
%

・
子

育
て

に
つ

い
て

の
職

場
の

理
解

3
1

1
.6

%

・
子

育
て

を
す

る
上

で
の

経
済

的
な

厳
し

さ
3

1
2

1
5

.6
%

・
そ

の
他

2
2

1
.1

%

・
い

る
、
場

所
が

あ
る

2
1
3

9
8

7
.5

%

・
い

な
い

、
場

所
が

な
い

3
0

6
1
2

.5
%

・
配

偶
者

1
,0

0
5

4
7

.0
%

・
親

や
兄

弟
姉

妹
な

ど
家

族
や

親
せ

き
5

0
3

2
3

.5
%

・
友

人
・知

人
4

9
8

2
3

.3
%

・
学

校
の

先
生

2
1

1
.0

%

・
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
な

ど
の

支
援

者
2

4
1
.1

%

・
地

域
（近

所
）の

人
（民

生
委

員
・児

童
委

員
な

ど
）

4
0

.2
%

・
医

師
等

の
専

門
家

2
4

1
.1

%

・
教

育
相

談
セ

ン
タ

ー
な

ど
行

政
機

関
3

1
1
.4

%

・
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

な
ど

相
談

サ
イ

ト
5

0
.2

%

・
そ

の
他

2
4

1
.1

%

家
庭

教
育

に
関

す
る

悩
み

に
つ

い
て

Q
８

-１
相

談
で

き
る

人
や

場
所

に
つ

い
て

、
最

も
あ

て
は

ま
る

も
の

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

択
一

選
択

リ
ス

ト
2

,1
3

9
そ

の
他

選
択

時
に

補
助

設
問

と
し

て
自

由
記

述
欄

を
表

示

そ
の

他
選

択
時

に
補

助
設

問
と

し
て

自
由

記
述

欄
を

表
示

※
回

答
は

３
つ

ま
で

と
し

て
い

る
が

、
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

シ
ス

テ
ム

の
仕

様
上

、
３

つ
以

上
が

選
択

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
そ

の
場

合
は

、
選

択
し

た
項

目
に

つ
い

て
は

全
て

カ
ウ

ン
ト

を
行

っ
て

い
る

。
※

割
合

に
つ

い
て

は
「回

答
数

／
回

答
総

数
」で

は
な

く
、
「回

答
数

／
1
,9

9
8

」と
し

て
、
全

設
問

「よ
く

あ
る

」「
時

々
あ

る
」を

選
択

し
た

回
答

者
1
,9

9
8

人
が

選
択

し
た

割
合

と
し

て
い

る
。

Q
８

あ
な

た
は

家
庭

教
育

に
関

す
る

悩
み

や
不

安
に

つ
い

て
、
相

談
で

き
る

人
や

場
所

が
あ

り
ま

す
か

択
一

選
択

ボ
タ

ン
2

4
4

5
「い

る
、
場

所
が

あ
る

」を
選

択
し

た
場

合
、
Q

８
-1

 を
表

示
「い

な
い

、
場

所
が

な
い

」を
選

択
し

た
場

合
、
Q

８
-２

 を
表

示

Q
７

-１
ど

の
よ

う
な

悩
み

や
不

安
を

感
じ

ま
す

か
（
３

つ
ま

で
）

複
数

選
択

チ
ェ

ッ
ク

ボ
ッ

ク
ス

5
,5

8
0

Q
７

あ
な

た
は

、
家

庭
教

育
を

す
る

上
で

、
悩

ん
だ

り
、
不

安
に

な
っ

た
り

す
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

択
一

選
択

ボ
タ

ン
2

,4
4

5
「よ

く
あ

る
」「

時
々

あ
る

」を
選

択
し

た
場

合
、
Q

７
-１

 を
表

示
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家
庭

教
育

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト

カ
テ
ゴ
リ
ー

質
問
番
号

質
問
内
容

質
問
形
式

選
択
肢
内
容

回
答
数

割
合

総
回
答
数

回
答
分
岐
・条
件

・
相

談
で

き
る

人
が

周
り

に
い

な
い

6
5

2
1
.2

%

・
相

談
機

関
が

近
く

に
な

い
3

1
.0

%

・
誰

に
相

談
し

て
よ

い
か

わ
か

ら
な

い
5

8
1
9

.0
%

・
気

軽
に

相
談

で
き

な
い

1
1
1

3
6

.3
%

・
相

談
し

な
く

て
も

自
分

で
解

決
で

き
る

7
2

.3
%

・
特

に
相

談
し

た
い

と
思

わ
な

い
5

1
1
6

.7
%

・
そ

の
他

1
1

3
.6

%

・
保

護
者

の
役

割
や

し
つ

け
の

仕
方

な
ど

の
研

修
会

2
5

3
1
0

.3
%

・
こ

ど
も

と
一

緒
に

体
験

、
交

流
で

き
る

講
座

8
7

4
3

5
.7

%

・
講

座
を

開
催

す
る

こ
と

へ
の

支
援

3
2

1
.3

%

・
家

庭
で

の
学

習
習

慣
を

身
に

付
け

さ
せ

る
機

会
6

1
2

2
5

.0
%

・
地

域
の

人
や

子
育

て
中

の
親

と
親

し
く

な
れ

る
機

会
2

6
9

1
1
.0

%

・
身

近
で

気
軽

に
相

談
で

き
る

場
所

6
7

3
2

7
.5

%

・
専

門
的

な
相

談
窓

口
3

5
9

1
4

.7
%

・
相

談
相

手
や

話
し

相
手

と
な

る
人

3
0

8
1
2

.6
%

・
家

庭
教

育
に

つ
い

て
の

情
報

3
9

8
1
6

.3
%

・
こ

ど
も

が
安

全
に

過
ご

せ
る

場
所

1
,0

8
7

4
4

.5
%

・
こ

ど
も

を
預

か
っ

て
く

れ
る

場
所

4
1
5

1
7

.0
%

・
地

域
み

ん
な

で
子

育
て

を
す

る
と

い
っ

た
啓

発
活

動
2

3
4

9
.6

%

・
そ

の
他

5
3

2
.2

%

・
参

加
し

た
2

7
1
.1

%

・
参

加
し

て
い

な
い

2
,4

1
8

9
8

.9
%

・
知

っ
て

い
た

4
1
3

1
7

.1
%

・
知

ら
な

か
っ

た
2

,0
0

5
8

2
.9

%

・
都

合
が

つ
か

な
か

っ
た

2
6

5
6

4
.2

%

・
体

調
が

悪
か

っ
た

7
1
.7

%

・
聞

き
た

い
内

容
で

は
な

か
っ

た
4

9
1
1
.9

%

・
講

演
会

に
は

参
加

し
な

い
7

8
1
8

.9
%

・
そ

の
他

1
4

3
.4

%

・
お

そ
ら

く
参

加
し

た
1
4

6
7

.3
%

・
お

そ
ら

く
参

加
し

な
か

っ
た

1
,8

5
9

9
2

.7
%

家
庭

教
育

に
関

す
る

悩
み

に
つ

い
て

Q
1
0

-1
-１

そ
の

他
選

択
時

に
補

助
設

問
と

し
て

自
由

記
述

欄
を

表
示

Q
1
0

-1
-2

知
っ

て
い

た
ら

参
加

し
ま

し
た

か
択

一
選

択
ボ

タ
ン

2
,0

0
5

「参
加

し
て

な
い

」を
選

択
し

た
場

合
、
Q

1
0

-１
 を

表
示

Q
1
0

-１
あ

な
た

は
、
こ

の
講

演
会

が
開

催
さ

れ
る

こ
と

を
知

っ
て

い
ま

し
た

か
択

一
選

択
ボ

タ
ン

2
,4

1
8

「知
っ

て
い

た
」を

選
択

し
た

場
合

、
Q

1
0

-1
-１

 を
表

示
「知

ら
な

か
っ

た
」を

選
択

し
た

場
合

、
Q

1
0

-1
-２

  
を

表
示

Q
９

あ
な

た
は

、
ど

の
よ

う
な

家
庭

教
育

支
援

が
あ

れ
ば

よ
い

と
思

い
ま

す
か

（３
つ

ま
で

）
複

数
選

択
チ

ェ
ッ

ク
ボ

ッ
ク

ス
5

,5
6

7

そ
の

他
選

択
時

に
補

助
設

問
と

し
て

自
由

記
述

欄
を

表
示

※
回

答
は

３
つ

ま
で

と
し

て
い

る
が

、
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

シ
ス

テ
ム

の
仕

様
上

、
３

つ
以

上
が

選
択

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
そ

の
場

合
は

、
選

択
し

た
項

目
に

つ
い

て
は

全
て

カ
ウ

ン
ト

を
行

っ
て

い
る

。
※

割
合

に
つ

い
て

は
「回

答
数

／
回

答
総

数
」で

は
な

く
、
「回

答
数

／
2

,4
4

5
」と

し
て

、
回

答
者

2
,4

4
5

人
が

選
択

し
た

割
合

と
し

て
い

る
。

加
古

川
市

主
催

の
家

庭
教

育
講

演
会

に
つ

い
て

Q
1
0

あ
な

た
は

、
こ

の
講

演
会

に
参

加
し

ま
し

た
か

択
一

選
択

ボ
タ

ン
2

,4
4

5

参
加

し
な

か
っ

た
理

由
を

お
答

え
く

だ
さ

い
択

一
選

択
リ

ス
ト

4
1
3

Q
８

-２
相

談
で

き
る

人
や

場
所

が
な

い
理

由
と

し
て

、
最

も
近

い
も

の
を

選
ん

で
く

だ
さ

い
択

一
選

択
リ

ス
ト

3
0

6
そ

の
他

選
択

時
に

補
助

設
問

と
し

て
自

由
記

述
欄

を
表

示
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家
庭

教
育

に
関

す
る

ア
ン

ケ
ー

ト

カ
テ
ゴ
リ
ー

質
問
番
号

質
問
内
容

質
問
形
式

選
択
肢
内
容

回
答
数

割
合

総
回
答
数

回
答
分
岐
・条
件

・
こ

ど
も

の
し

つ
け

4
1
6

1
7

.0
%

・
こ

ど
も

の
発

達
、
健

康
5

2
0

2
1
.3

%

・
こ

ど
も

の
性

3
3

0
1
3

.5
%

・
こ

ど
も

の
ほ

め
か

た
、
し

か
り

方
8

1
4

3
3

.3
%

・
こ

ど
も

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

仕
方

6
0

6
2

4
.8

%

・
ス

マ
ホ

や
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

な
ど

こ
ど

も
を

取
り

巻
く

環
境

1
,0

2
4

4
1
.9

%

・
親

の
役

割
5

0
1

2
0

.5
%

・
食

育
1
8

5
7

.6
%

・
防

犯
、
防

災
2

7
8

1
1
.4

%

・
生

活
習

慣
2

1
3

8
.7

%

・
不

登
校

1
7

5
7

.2
%

・
学

習
法

5
6

5
2

3
.1

%

・
特

に
な

い
2

9
0

1
1
.9

%

・
そ

の
他

3
6

1
.5

%

Q
1
2

希
望

す
る

講
師

が
い

れ
ば

お
答

え
く

だ
さ

い
（任

意
記

述
）

自
由

記
述

1
4

6

・
講

演
会

1
9

3
7

.9
%

・
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

5
0

2
.0

%

・
親

子
で

体
験

で
き

る
講

座
3

6
6

1
5

.0
%

・
Y

o
u

T
u

b
e

等
動
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１ 趣  旨   近畿各府県の社会教育委員をはじめ、社会教育関係者・社会教育に関心のある方が

一堂に会し、各地域における社会教育活動の実践や研究の成果について交流を深め、
今後の社会教育活動の一層の振興を図るとともに、時代の変化と社会のニーズに応じ
たこれからの社会教育のあり方について研究協議を行う。 

 

２ 研究主題  「人の和と地域の和」 
～全世代の主体的な学びを支える社会教育～ 

 

３ 開 催 日  令和７年９月５日（金） 

 
４ 主  催  一般社団法人全国社会教育委員連合  近畿地区社会教育委員連絡協議会 
        和歌山県社会教育委員連絡協議会  和 歌 山 県 教 育 委 員 会   
 
５ 主  管  近畿地区社会教育研究大会実行委員会 
 
６ 後  援  大 阪 府 教 育 委 員 会   兵 庫 県 教 育 委 員 会  奈 良 県 教 育 委 員 会 

滋 賀 県 教 育 委 員 会   京 都 府 教 育 委 員 会 
         
７ 会  場  和歌山県民文化会館  和歌山県自治会館 
 
８ 参加対象  近畿各府県市町村の社会教育委員・社会教育関係者・社会教育に関心のある方 
 
９ 参 加 費  2,000 円（資料代） 
 
10 大会日程 

10:00   開場・受付開始（県民文化会館 ホール前ロビー） 
 

…………………………■ 全 体 会 ■………………………… 
 

       10:40   開会行事 
◇開会のことば  和歌山県社会教育委員連絡協議会副会長 
◇主催者あいさつ  近畿地区社会教育委員連絡協議会会長 

一般社団法人全国社会教育委員連合会長 
和歌山県教育委員会教育長 

◇祝     辞  和歌山県知事 
◇来 賓 紹 介   

 
11:00  記念講演 

            演題 『和歌山発「一次産業ワーケーション®」がつなぐ自然と人と地域の和』    
講師  島田 由香 氏 

 
 
12:00  学校プレゼンテーション 
 
12:20  閉会行事 

            ◇次期開催府県あいさつ  大阪府社会教育委員連絡協議会会長 
            ◇閉 会 の こ と ば  和歌山県社会教育委員連絡協議会副会長 
 

12:30  【休 憩・移 動】 
 
 

令和７年度 

近畿地区社会教育研究大会［和歌山大会］ 
令和７年度和歌山県社会教育研究大会、和歌山県生涯学習セミナー 

開催要項 

（予定） 
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…………………………■ 分 科 会 ■………………………… 
 

13:50   分科会（以下のとおり） 
 
15:40   終了予定 

 
11 分科会 和歌山県民文化会館（大ホール、小ホール、特設会議室）和歌山県自治会館 （大会議室） 
 

第１分科会 テーマ 
子どもまんなか‼多世代が笑顔でつながる大作戦‼ 
〜先生じゃない親でもない近所のおばちゃんだからできること〜 

地域づくり 
 

【奈良県】 

報告の 

要 旨 

町にすでにあるものを活用し、様々な立場からの視点と行動力で、笑
顔がつながる人づくりまちづくりを考える。子どもから大人まで集え
る居場所“コミュニティスペース”「ハッピー」で駄菓子屋の運営、
子育てイベントの実施や駅前でのゴミ拾いなど町の住民を巻き込み、
みんながつながるきっかけづくりについて報告をする。 

討議の 

ポイント 

・日常の生活を楽しみあえる人づくりまちづくりとは。 
・人と人が笑顔でつながり喜びを感じられるコミュニティとは。 

第２分科会 テーマ 
「子どもたちのために、地域とのつながりのために」 
～ＰＴＣＡ活動、地域連携センターの役割について～ 

学校・家庭 
・地域の協働 

 
【兵庫県】 

報告の 

要 旨 

地域コミュニティを重視した生涯学習の拠点として地域連携センター
が設置され、教員と保護者の組織であるＰＴＡの学校活動に地域（Ｃ：
コミュニティ）が参画する三者融合の教育支援体制のもと、子どもた
ちを育む取組を行っている。地域コミュニティや公民館活動など、地
域の幅広い年代層がかかわる活動を行うことで、地域の教育力の向上
を図っている。 

討議の 

ポイント 

・持続可能な取組にするため、どのように活動への参画者を増やしていくか。 

・子どもたちの郷土愛を深めるため、どのような取組を行うとよいか。 

・地域のつながりづくりのため、地域資源をどのように活用していくか。 

第３分科会 テーマ 「漢健サロン」の取組 ～高齢者の生涯学習と世代間交流～ 

超高齢社会と
社会教育委員 

 
【滋賀県】 

報告の 

要 旨 

超高齢社会を迎える中、漢字の学習を通じて健やかな脳を保ち、活性
化する交流の場として「漢健サロン」を実施している。高齢者と小学
生が「共に学び合う」ことで認知症の予防、生活の質の維持・向上に
寄与しており、「漢健サロン」の今後の展望と社会教育委員が担う役
割について報告する。 

討議の 

ポイント 

・超高齢社会における社会教育委員の役割とは。 
・高齢者が無理なく、継続して学び合える場をつくるには。 
・漢健サロン拡大に向けてのポイントは。 

第４分科会 テーマ 
誰ひとり取り残さない地域社会づくりに向けて 
～災害に強い地域づくりを社会教育から考える～ 

 
人権教育 

 
【京都府】 

 

報告の 

要 旨 

能登半島地震での復興支援の取組を学んだ際、人権尊重の意識や、そ
れを基盤とした地域づくりの重要性が明らかになった。また社会教育
委員としてそれぞれの立場や地域で果たすべき役割など、取組の中で
の学びや気付きを報告する。避難所運営シミュレーションの体験を通
して社会教育の視点から住民一人一人を大切にした災害に強い地域社
会づくりについて考える。 

討議の 

ポイント 

・誰ひとり取り残さない地域社会のために必要なこと。 
・災害に強い地域とは。 
・上記２点について社会教育委員の立場や地域で取り組めること。 

 

※この研究大会につきましては「クールビズ」を実施しますので、御理解くださいますようよろしく

お願いします。また、御参加くださる皆様も、是非クールビズでお越しください。 
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令和７年度兵庫県社会教育研究大会開催要項（案） 

 

１ 趣  旨 

県内の社会教育委員及び社会教育関係者が一堂に会し、活動目標『新たな生涯学

習・社会教育の展開を充実させる学びのネットワークの推進』のもと、県内におけ

る活動状況や研究成果を相互に交換し、社会教育の推進についての課題や社会教育

委員の役割、活動について研究協議を行い、社会教育の振興に資する。 

 

２ 期  日 

  令和７年11月26日（水） 13：00～16：00 

 

３ 会  場 

  神戸市教育会館 

  〒650-0004 神戸市中央区中山手通4丁目10番5号 

 

４ 参 加 者 

  社会教育委員、社会教育関係者等 各市町〇名まで 

 

５ 日  程 

12：30～13：00 受  付 

13：00～13：15 
開会行事 あいさつ・日程説明等 

（大会司会：丹波地区） 

13：15～14：15 講演 

演題 「   未定    」 

講師  

（謝辞：阪神南地区） 

14：15～14：35 休憩・移動 

14：35～16：00 

分科会 

・実践発表（阪神北、東播磨、中播磨） 

・協議 

16:00 閉会 

 

６ 実践発表 

地区 発表テーマ 研 究 課 題 

阪神北   

東播磨   

中播磨   
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令
和
７
年
度

 
社
会
教
育
委
員
協
議
会
予
定
表
（１
１月
以
降
） 

 

 

種
別

 
行
事
名

 
月
日

 
場
所

 
内
容

 
備
考

 

東
播
磨
・北

播
磨
地
区

公
民
館
連
絡
協
議
会

 

研
修
部

 

第
３
回
研
究
部
研
修
会

 
11
月

7
日
（金
） 

14
：0

0
～

16
：0

0
 

加
古
川
総
合
庁
舎

 
未
定

 
後
日
案
内
予
定

 

兵
庫
県

 

社
会
教
育
委
員
協
議
会

 
兵
庫
県
社
会
教
育
研
究
大
会

 
11
月

2
6
日
（水
） 

13
：0

0
～

16
：0

0
 

神
戸
市
教
育
会
館

 

講
演

 
「 
未
定

 」
 

分
科
会
の
実
践
発
表
に
つ
い
て
、
加
古
川
市

へ
発
表
要
請
有

 

後
日
案
内
予
定

 

参
加
要
請
あ
り

 

※
昨
年
上
限
３
名

 

東
播
磨
・北
播
磨
地
区

 

社
会
教
育
委
員
協
議
会

 

第
３
回
研
修
会

 

（地
区
別
課
題
研
究
会
） 

12
月

12
日
（金
） 

14
：0

0
～

16
：3

0
 

加
東
市
滝
野
図
書
館

 
東
播
磨
・北
播
磨
公
民
館
連
絡

 

協
議
会
と
の
合
同
研
修
会

 

後
日
案
内
予
定

 

多
数
参
加
要
請
あ
り

の
予
定
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